
議案第２３号 

 

大田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

大田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

大田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成２７年条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（特定個人情報の提供） （新設） 

第５条 番号法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報

を提供することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる

情報照会機関が、同表の第３欄に掲げる情報提供機関に対し 

、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、 

当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。 

 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合におい

て、他の条例、規則その他規程の規定により当該特定個人情

 

 



報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられてい

るときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

   

（委任） （委任） 

第６条 （略） 第５条 （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 

６ 市長 （略） 

７ 教育

委員会 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条

の規定による経済的理由により就学困難と認めら

れる児童生徒の保護者への援助（以下「就学援助

費」という。）に関する事務であって規則で定め

るもの 

８ 教育

委員会 

学校教育法第８１条第２項に規定する特別支援学

級に在籍する児童生徒、学校教育法施行令（昭和

２８年政令第３４０号）第２２条の３に定める障

害の程度に該当する児童生徒又は学校教育法施行

規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４０条

各号に掲げる障害の程度に応じた特別の指導を受

ける児童生徒の保護者への援助（以下これらを「 

特別支援教育就学奨励費」という。）に関する事

務であって規則で定めるもの 

９ 教育

委員会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの 
 

機関 事務 

（略） 

６ 市長 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 
 



別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 
 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

５ 市長 （略） 

６ 教育

委員会 

就学援助費の支給

に関する事務であ

って規則で定める

もの 

住民票関係情報、地方税関係

情報、生活保護関係情報、外

国人生活保護関係情報又は住

登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

７ 教育 

 委員会 

特別支援教育就学 

奨励費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報、地方税関係 

情報、生活保護関係情報、外

国人生活保護関係情報又は住

登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

５ 市長 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第５条関係） 

情報照会 

機関 
事務 

情報提供 

機関 
特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生

活保護の措置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

教育委員会 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）による医

療に要する費用についての援助に関する情報であって

規則で定めるもの 

２ 教育委

員会 

学校保健安全法による医療に要す

る費用についての援助に関する事

務であって規則で定めるもの 

市長 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報 

、外国人生活保護関係情報、国民年金法による年金で

ある給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又 



  は児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）によ

る児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

３ 教育委

員会 

就学援助費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

市長 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報 

、外国人生活保護関係情報、国民年金法による年金で

ある給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又

は児童扶養手当法による児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 教育委

員会 

特別支援教育就学奨励費の支給に

関する事務であって規則で定める

もの 

市長 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報 

、外国人生活保護関係情報又は国民年金法による年金

である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報

であって規則で定めるもの 

５ 教育委

員会 

住登外者宛名番号管理機能による

住登外者の情報の管理に関する事

務であって規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


